
  一昨年（令和２年）、１年間かけて県立大学の学生さんが取り組まれた写真集「すぎゆく時と私たちの町 あいのうらの

輝く瞬間」では、学生さんだけではなく私たち地元住民も地域を知るきっかけとなりました。今春３月に卒業された平林さ

んに当自治協議会から感謝状と記念品を送りました。 

 

 

 

 

 

 

令和４年度自治協議会 定期総会について 
『相浦地区自治協議会 令和４年度定期総会』を開催する予定でしたが、新型コロナウィルス感染対策を考慮して、

書面議決のおける総会実施とさせていただきました。 

【審議内容】 ①令和３年度事業実績報告について      ②令和３年度収支決算について 

③規約の一部改正について            ④令和４年度 役員の選出（案）について 

⑤令和４年度 事業計画（案）について     ⑥令和４年度 収支予算（案）について 

 

上記の内容ついて構成員８８名の皆様にご審議頂いた結果、賛成多数によって可決いたしました。 

皆様のご協力ありがとうございました。 

第１号議案 令和３年度事業実績報告について    承認する（８３名） 承認しない（ ０名） 

第２号議案 令和３年度収支委決算について      承認する（８３名） 承認しない（ ０名） 

第３号議案 規約の一部改正について          承認する（８２名） 承認しない（ １名） 

第４号議案 令和４年度 役員の選出（案）について  承認する（８３名） 承認しない（ ０名） 

第５号議案 令和４年度 事業計画（案）について   承認する（８３名） 承認しない（ ０名） 

第６号議案 令和４年度 収支予算（案）について   承認する（８３名） 承認しない（ ０名） 

 

規約の一部改正について                                               

現  行 改  正 

第９条 

 役員の任期は原則１期２年とする。再任はこれを妨げ

ない。ただし、会長については、３期６年までとする。 

第９条 

 役員の任期は原則１期２年とする。再任はこれを妨げない。 

 
令和４年度役員                                              ※敬称略 

会長 山口  久雄 監査 田中  紀子 

副会長・地域部会長 湯口  隆幸 監査 前川 ひとみ 

副会長 末吉   敬 体育部会長 濵  牧次 

副会長 松瀬  英子 青少年部会 笹山  達郎 

副会長 朝野  卓也 文化部会長 山本  定則 

会計 橋本  眞澄 防犯防災部会長 上薗  茂樹 

顧問 山口  眞人 福祉推進部長 岩田  幸夫 

 ※女性部会は、部会としては休部となりますが、各事業の時には応援をお願いしています。 

 相浦自治協議会では、今年度も様々な行事を計画しております。新型コロナウィルス感染症の状況次第ですが、 

可能な限り事業を行ってまいりますので、ご協力お願いいたします。 

【令和４年度 事業お知らせ】 

令和４年８月１５日（月） 相浦地区精霊流し             令和４年１０月 ウォーキング大会               

令和４年１１月      あいあいプラザまつり            令和５年２月 ふれあいコンサート               

令和５年３月      グラウンドゴルフ大会              

上記以外にも講演会や講習会を計画しております。開催日程が決まりましたら皆さんにご案内をいたします。 
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※令和３年５月２０日より「避難情報が変更」となっております。 

大雨によって洪水や土砂災害の恐れが高まった場合には、自分の周りの状況や、国や県が発表す

る防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動に取り組みましょう。 

 

 

まもなく大雨の季節です。災害に備えましょう！！ 

屋根より高いこいのぼり 

 今年も相浦川にたくさんの鯉のぼりが泳ぎました。 

４月１６日（土）相浦地区コミュニティセンターで、鯉のぼりを縄につける作業を行いました。相浦史

跡保存会・相浦青年会・長崎県立大学の学生のみなさん・相浦地区自治協議会総勢約４０人で

の作業となりました。 

 翌１７日（日）は、相浦川に集まり作業を行いました。片側の欄干に縄をくくりつけ鯉のぼりを持っ

て川を渡り反対側の欄干へと運びます。この日は、陸上自衛隊相浦駐屯地の皆さんの参加もあ

り約２時間でたくさんの鯉のぼりを掲揚しました。 

 鯉のぼりのように地域の子どもたちがすこやかに大きくなっていきますように！！ 

 ６月５日（日）川下町では、小雨の中、市民大清掃が行われました。毎年、長崎県立大学の学

生さんが参加され自分たちが住む地域の美化に努めておられます。皆さんのお手伝いのおかげで

きれいになりました。有難うございました。 

（川下町公民館長） 

   

災害種別による問合せ先 

土砂災害 河川課    24-1111 

市道の陥没、法敷崩壊 

      道路維持課 24-1111 

その他災害 防災危機管理局 

            24-1111 

人命に関わる緊急災害    119 

水道・下水道      24-1151 

防災行政無線の内容確認 

         0180-999-987 

上記以外の事務、手続き 

 佐世保市役所      24-1111 

 相浦支所        47-2101 

避難場所（相浦支所管内）  相浦西小学校  日野小学校 

 日野中学校  長崎短期大学  道の駅させぼっくす９９ 

※風水害時に段階１として開設予定の避難所です。 


